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りたいと弁護士に相談したら、出張費用に20
万円請求すると言われたので判決文は「郵便
送達」にされた。一生に1回もない2～3分程
度の「最高裁法廷」に立つという栄誉をなくし
た。最高裁からの「判決言渡期日通知」には「こ
の言渡しは当法廷で行われますが、出頭しな
くても不利益を受けることはありません」とあ
った。弁護士の話では「2－3分の判決言渡し
だけで来られても最高裁判事の出廷予定を決
めるのが大変だから、暗に来てもらっては困る」
という事務局からのお願い通知であるとのこと
である。

3.�「波形ジッパー」と			 
「クランク・ジッパー」

では、私が特許出願した紙器の技術を例に、
特許活用の事例を紹介していく。その技術は

「クランク・ジッパー」という紙器デザインに
必要な発明で、以下の特長がある。
①両方向から開封できる。コートボールだけで

なく、段ボールにも応用できる。
②「紙目」「段目」に関係なく確実に切断できる。
「斜めジッパー」も可能である。

③「への字ジッパー（英語ではJ-cut zipperと
いう）」のように多数の刃曲げでなく、1本の
刃で製作できる。

④「波形ジッパー」は徹夜仕事になるが、「クラ
ンク・ジッパー」はあらゆるジッパーより短時
間で製作できる。

「波形ジッパー」は、武井綱吉氏（スリーブイ）
が 発明した技 術である（特開平10-81326

［1996-9-10出願］）。以前、米国特許を調査
していると、先行同一発明が見つかった。
USP3004697（Continental Can Company
出願1957-10-25）で、出願人は缶詰缶と製紙
の米国の有名会社だった。マルチパックシス
テム「JAK-ET-PAK」を発明した会社としても
知られている。

余談だが、私が会社を設立する前まで勤め
ていた紙器会社が業務提携していて、JAK-
ET-PAKの営業をしていたことがあったが、成
績不良のセールスマンであった。大阪の同期
入社の営業マンは「ドリンク剤」「酒カップ」で
実績を上げていたが、私は1年間実績がなか
った。そこで、私は希望して特許係に異動した。
この部署は、定年まで勤めても役職に就けず、
他部署への異動もかなわない「蟻地獄」と言わ
れるところだったが、私には天国であった。給
料をもらって特許法を勉強させてもらえたし、
東京・虎ノ門の特許庁に日参して、辞書を引

図1●「クランク・ジッパー」の形状と実施例

図2●「波形ジッパー」の実施例

図3●米国で出願された「波形ジッパー」の図面（失効）
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きながら、海外文献を勉強できた。この時に
海外雑誌『Boxboard Container』で「レーザー
抜型」の記事を読んだのがきっかけで、日本で
初めての「レーザー加工会社」を設立した。し
かし、特許の仕事を疎かにしていたわけでは
なく、「ダンボール・テープレス・カッター」の
米国特許を発見して、社長賞をもらったことも
ある。

前記の自動曲機の米国特許は、私に3億円
の価値をもたらしたが、それは紙器会社にい
た時に必死に米国特許公報を検索したからで
ある。こうした作業は現在も続けており、今後
紙器ビジネスに役立つと確信している技術が2
件ある。その一つがクランク・ジッパーであり、
数十億円の経済効果になると期待している。
もう一つは「マイクロニック」で、数百億円の
経済効果になるかもしれない。

以下、私の「ホラ話」を聞いてください。
USP3004697の「波形ジッパー」は相当古

い特許であるが、特許が切れた1980年以降
も世界で普及していなかった。波形の抜型を
製作することが困難で普及していなかったの
である。日本の発明者である武井氏も、米国
特許はご存じなかったという。彼に確認する
と「ジッパー効果は最高だが、製作にしばし
ば徹夜することもあった」と聞いた。しかし、
図2の「波形ジッパー」は、当社が開発した

「TOSHI-BENDER Generic」により、最近は
「正確に円弧」が曲げられ簡単に作れるように
なった。

私は全く同じ「目的・作用・効果」を持った
ものとして、クランク状のジッパーを発明した。
今までのどんなジッパーより簡単に作れる。曲
げに時間・精度が必要な「波形」の代わりに「折
れ線」を利用した発明をして出願した。特開
2019-69812（特願2017-205616）です。「ク
ラング・ジッパー」と名付けた。

4.「クランク・ジッパー」の先願特許

しかし、審査請求すると拒絶理由通知が来

て、「先願・特許」が引用されていた。うかつ
にも私は特許調査をしていなかったのだ。引
用された特許は特許4464461（2009-10-5出
願）で、素晴らしいものであった（図4）。

特許4464461に私の出願したクランク・ジ
ッパーに酷似した図面があった。この特許で
は、「発明の目的」として「指に傷をつけない」
ことを主張していた。私がクランク・ジッパー
を考えた目的は、「容易に製作できる」ことで
あり、目的の違いを主張すれば登録になる可
能性もあったが、面倒なので自分の出願の登
録をあきらめた。

普通、出願者はここで、特許侵害を恐れて、
製造・販売を中止する。まして、権利者が大手・
有名企業であれば、それだけで萎縮してしま
う。トヨタと日本製鉄が争った「無方向性電磁
鋼板」のように、国際的企業でも「見解の相違」
はあるのである。争えば、どちらかが間違って
いるということになって、法廷で負けるのであ
る。特許文章を挟んでの対決である。トヨタ
が負ければ「特許泥棒（侵害）」という決定が下
されることになる。

先行特許に対して、私には三つの選択肢が
あった。①この特許に対して先行技術資料で

「無効審判」を起こして「無効」にする。②トヨ
タと同じく、この特許の「特許請求の範囲に抵
触しないもの」を製造・販売する。③製造・販
売をあきらめる。

私は、自動曲機の時のように「先行技術」の
調査をして、①の「無効審判」の資料準備をし
て、②の「特許請求の範囲に抵触しないもの」
を主張する「確信犯」の道を選択することにし
た。トヨタと同じやり方である。

図4●特許4464461の図面

特許にみる箱創り特集
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で、他の形状を使用していれば、市場で見る
機会がなかったのかもしれない。また、権利
者が紙器関係でないからかもしれない。クラ
ンク・ジッパーは使用されず、特許明細書の
中の「1実施例」として死蔵されているだけな
のかもしれない。それでは誰も気づかない。
しかし、私にはクランク・ジッパーが「宝の山」
に見えた。波形ジッパーのUSP3004697のよ
うに、必ず米国に無効にできる資料があると
信じていた。それは日本の特許庁審査官・発
明者は米国の特許公報を見ないからである。

そこで、この特許を無効にできるジッパー
関連の資料を国内外で調べた。「ビンゴ」「ユア
リーカ（何かを発明・発見した時の感嘆符）」「大
発見」があった。米国特許で見つけた次の特
許である。

USP2967010（1958-3-21出願）のティシュ
箱である。本来、私の特許出願を含めて、あ
らゆるクランク・ジッパーは、この先行特許に
より拒絶されるはずであるが、日本の特許庁
審査官は米国特許を見ないので登録されたよ
うである。出願人の米国Kimberly-Clark社は、

「クリネックス」の商標で、世界で初めてティ
シュを売った世界的メーカーである。当時、
実際には図5に描かれた多くのジッパー形状の
中からクランク・ジッパーが採用されたかどう
かは不明である。

USP「クランク・ジッパー」の文献を年代順
に並べてみた。

USP0751047（1903）
USP2215705（1938）
USP2285542（1939）
USP2454455（1945）

5.先願をつぶす「資料」を探す

特許法と特許庁ほど「公正」な法律と行政機
関はない。以前、関わることがあった裁判所
の裁定にはおかしいと思える場合があった。こ
の理由は、特許実務に疎い裁判官が存在する
ことである。これを承知している原告・弁護士
の中には、時々、特許法に疎い地方の裁判所
で告訴することがあった。

私が特許係に配属された当時、定年前の社
内弁理士がいた。その人から「特許法の勉強
をしろ」と忠告を受けた。その人は、定年前に
努力して弁理士の資格を取得した方であった。

会社はその頃、Eフルートの販売を伸ばすた
め、Eフルート製の「いちご箱（底に足が出る
額縁組立箱-10段重ね可能）」の実用新案を買
い取り、需要を拡大しようとしていた。社内弁
理士のカバン持ちになり、特許裁判の実地を
見ることになった。静岡の地裁で「箱1個の差
し押さえ仮処分」を取り、東京青果市場に納品
されたイチゴの箱の1個を差し押さえした。裁
判長は「箱1個」の差し押さえなので簡単に令
状をくれたが、青果市場は大混乱となり、誰
もイチゴを買わなかった。大量のイチゴを腐ら
せ勝訴した。

その後、私がUSP（米国特許）を別件で調べ
ていたら、その箱の実用新案を無効にする特
許を見つけた。冷や汗ものだった。もし正式
に裁判になれば、相手は米国公報を調べて「無
効審判」を起こすだろう。最近は特許に疎い裁
判官に任せてはダメということで、特許係争
専門の「知的財産高等裁判所」が2005年に設
立された。また、私は過去の数十年の特許調
査で培った「カン」で、紙器デザインには必ず

「無効資料」があるものと信じている。
「拒絶理由」を審査官からもらったら、ここ

からがスタートである。クランク・ジッパーの
発明が日本で普及していないのは、特許権者
の権利が強力であることが業界で知られてい
ることが理由だと考えたが、私は聞いたことも、
見たこともなかった。また、この特許の「実施
例」のデザインでクランク形状を使用しない

図5●キンバリー・クラーク社の特許図面
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が世界の最先端の発明や過去の遺産に触れる
ことが重要である。特許は「発明の教科書」で
ある。特許出願することは、100万円近い経
費を掛けることを意味する。その記録は「宝の
山」である。「特許サーチャー」のスキルはす
ごいポテンシャルになる。経験を重ねることで
普通の能力の人間でも何億円の宝を探せる可
能性がある。

私は過去に、「自動曲機」「テープレス・カッ
ター」で数十億円に匹敵する発見をした。今回
のクランク・ジッパーとマイクロニックも「大
化け」すると期待している（私には1円も入ら
ないが）。

私の英語能力はブロークンだが、辞書を引
きながら米国公報を読んだ時が、一番語学力
が付いた。したがって、通常英会話はダメだが、
仕事関係の技術用語には強い。

6.�相手権利に抵触しない		
「構成要件」の分析

調査と並行して、ターゲットとする特許を
深く分析しなければならない。一義的に、特
許権は「特許請求の範囲」に記述された内容に
限定される。しかし、非常に「画期的」「新規性」

「基本特許」のようなものであれば、添付の「明
細書」の中の「実施例」も参考にされる判例も
ある。

ジッパーは「成熟した技術」であり「出尽く
し感」のある技術である。業界では有名な「Y

形ジッパー」など100件程度出願されていた。
私は、クランク・ジッパーが誰にでも使用でき
れば、消費者の利益に叶い「公益に叶う」と思
い調査・公表した。特許法は特許権者に一定
期間、独占権を与えるが、権利が終了・無効
になった場合は「公益」のため「自由使用」と
いうのが基本精神である。

クランク・ジッパーの「特許請求範囲claim」
を考察してみた。一般的に特許の権利を分析
する場合、claimを「構成要件」にバラして、
それから過去の「先行・公知技術（prior art）」
を除外していき、「残ったもの」と「組み合わせ」
に新規性があるかどうかを調べる。なければ
特許性はなく、無効にできる。類似のもので
もよい。それは「均等物」という。

［構成要件］claim1
①プラスチックシート材料の切り取り線（ジッ

パーのこと）
②「山部」＋「中腹部」＋「谷部」を繰り返した

形状。
③「中腹部」にのみ「非貫通部／ニックのこと」。

指に傷をつけないため（発明目的）
④「切り取り線をケースの上面板部または底面

板部」に備えたもの。
（a）この発明の主張の骨子をジッパー形状

で比較すると、図7のように「中腹部のみに非
貫通部（ニック）」を入れたものである。それ
であれば2件の「波形ジッパー」特開平10-
81326、USP3004697の図面に同一のものが

crankcrank

紙紙

谷
部
谷
部プラスティックプラスティック

中腹部中腹部

波
形
波
形

山部山部

中腹部（これのみの権利主張）

非貫通部中腹部
谷部山部

プラスティック＋中腹部+波形 or crank
（これのみの権利主張）

抵触図（構成要件で分析）
claim（請求の範囲）

特許4464461の抵触分析

●図7
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ある。それが登録されたのは、素材がプラス
チックシートなので、開封した後にニック跡が

「山部」「谷部」にあると、指に傷をつける可能
性があるが、「中腹部」にあれば怪我しないと
いう「発明の目的」になっている。したがって、
板紙・段ボールなどの「非プラスチック素材」
なら「指を怪我しない」ので抵触しないと自白
している。もし、板紙・段ボールも抵触すると
主張すると2件の波形ジッパーの特許でつぶ
されただろう。登録になった後に板紙・段ボー
ルも抵触すると主張することは「禁反言」（出願
段階にした主張を、訴訟などにおいて翻すこ
とは許されない）になる。

一般に出願者は「構成要件」をできるだけ
「上位概念」で出願することで、権利を広く押
さえたいものである。しかし、一つでも「下位
概念」の「構成要件」の「先行技術」で審査官
に「拒絶理由」にされると、その「構成要件」
の「下位概念」に補正して、claimの範囲を限
定的にして何とか登録にこじつけようとするも
のである。そして、登録すると、一転して「上
位概念」を主張する場合がある。公開公報だ
けのclaimでは補正内容が分からないので、「出
願経過」の「包袋／経過情報」まで閲覧しない
とダメである。現在では「無料（以前は発明協
会に依頼してコピーしてもらった）」でサイト
の「経過情報」ですべて閲覧できる。

また、意外に多いのが特許登録後に「特許
年金」を「払い忘れ・未納」で無効になってい
るケースである。「経過情報」で年金の払い込
みを確認することも大事である。出願日から
20年までの権利が消滅している場合が多い。

私が特許出願した「クランク形」は、「波形」
より「抜型製作の容易さ」は「発明の目的」に
ないので、形状には関係ないとして双方の形
状が権利であると主張できる。しかし、いず
れにしてもUSP2967010で無効になる。
（b）また、「中腹部のみに非貫通部（ニック）」

でなく、「山部」「谷部」にもニックを入れた場
合はどうなるか。「発明の目的」から外れて「指
に傷をつける」ので抵触しない。

私には「山部」「谷部」「中腹部」のどこにつ

けても「指に傷」をつける可能性は大差ないと
思える。「ニックの大きさ」が影響するのでは
ないかと思う。しかし、この主張で審査官を
納得させたのである。

また、指に傷をつけると言えば、段ボール
箱で中しんに並行するライナが、手を「線接
触」でカミソリのように切るので、最近は「ウ
エーブ刃」が抜型に採用されている。これは

「点接触」の効果である。50年以上前の新入
社員研修で、缶詰用段ボール箱のライナで指
を切ったら痛くてたまらなかったのを今でも
思い出す。

プラスチック素材には、これも米国特許であ
るがZimmer社の「MicroNik」（USP5537905）

「マイクロニック」が最適である。ニック跡が
あまりに小さく「目に見えないinvisible」ニッ
クで、もちろん手に傷をつけない。マイクロニ
ックが紙器やクリアパッケージに普及すれば、
打抜きスピードが少なくとも15％は上がる。
特にストリップ、ブランキングではジャミング
が少なくなる。

これが日本で普及しないのは、0.15㎜厚の
砥石では手動で抜型刃先に付けられないため
である。破損するかブレてしまう。自動曲機の
グラインダーでなければ付けられない。現在、
実用的なマイクロニックを付けられる自動曲機
は、LCCのTOSHI-BENDER Genericだけの
ようである。この「マイクロニック抜型」がす
べての打抜機に普及すれば打抜きスピードア
ップで経済効果は数百億円にのぼるかもしれ
ない。ちなみに、段ボールにはマイクロニック
は効果がない。

7.�利害関係者「宝の山」を訪問しよう

私の会社はレーザー加工が本業である。ポ
ジションとしては抜型製作の補助である。厳
密には「無効審判」を起こす「利害関係者」の
適格要件は満たさないかもしれない。クランク・
ジッパーが「自由使用」になっても、ほとんど
当社にはメリットはない。むしろ、事前調査し
なかったばかりに無駄な「特許出願料」「審査
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